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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２８年２月２５日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２７年３月１７日 １１時３２分ごろ 

発生場所 山口県宇部
う べ

市宇部港南西方沖 

 宇部港西防波堤灯台から真方位２４９°９,５００ｍ付近 

 （概位 北緯３３°５４.４３′ 東経１３１°０８.０８′） 

事故の概要 ＬＰＧタンカーBUSAN
プ サ ン

 GAS
ガ ス

は、北西進中、また、貨物船きんせい

は、南東進中、両船が衝突した。 

BUSAN GAS は、左舷外板に擦過傷等を生じ、また、きんせいは、右

舷外板に擦過傷等を生じた。 

事故調査の経過  平成２７年３月１９日、本事故の調査を担当する主管調査官（門司

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ ＬＰＧタンカー BUSAN GAS（大韓民国籍）、１,３５０トン 

   ８９２０１２７（ＩＭＯ番号）、YOUNG SAN SHIPPING CO.,LTD. 

   ６９.９９ｍ×１２.２０ｍ×５.５０ｍ、鋼 

   ディーゼル機関、１,４７１kＷ、１９８９年９月１５日 

Ｂ 貨物船 きんせい、１９９トン 

１３４５２６、個人所有 

      ５８.３０ｍ×９.６０ｍ×５.４０ｍ、鋼 

   ディーゼル機関、７３６kＷ、平成８年１月６日 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ（大韓民国籍） 男性 ６６歳 

 三級航海士（商船限定）（大韓民国発給） 

    交付年月日 ２０１３年３月１２日 

          （２０１８年３月２２日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ５８歳 

   六級海技士（航海） 

    免 許 年 月 日 平成１７年１０月１９日 

    免 状 交 付 年 月 日 平成２２年９月１６日 

    免状有効期間満了日 平成２７年１０月１８日 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 左舷外板に曲損及び擦過傷 

Ｂ 右舷船首部手すりに曲損及び折損、右舷外板に擦過傷 



- 2 - 

 気象・海象 

 

気象：天気 霧、風向 南東、風力 ２、視程 約５０～１００ｍ 

海象：海上 平穏 

本事故時、山口県宇部市、山陽小野田市には濃霧注意報が発表され

ていた。 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａ、二等航海士（以下「航海士Ａ」という。大韓民国

籍）及び操舵手（以下「操舵手Ａ」という。ミャンマー連邦共和国

籍）ほか８人（大韓民国籍５人、ミャンマー連邦共和国籍３人）が乗

り組み、化学製品約１,０００ｔを積み、法定の灯火を表示し、宇部

港南西方沖を、約９.６ノット（kn）の速力（対地速力、以下同じ。）

で北西進していた。 

 船長Ａは、操船指揮をとり、航海士Ａを見張りに、操舵手Ａを操舵

にそれぞれ当たらせていた。 

 船長Ａ及び航海士Ａは、濃霧により視程が約５０～１００ｍとなっ

たので、オフセンターでヘッドアップとした２台のレーダーをそれぞ

れ３海里（Ｍ）と２Ｍのレンジとして見張りをしていたところ、左舷

前方２～３Ｍの反航するＢ船が蛇行しながら接近していることに気付

き、その動向に注意していた。 

 船長Ａは、Ａ船の針路及び速力を保持して航行していたところ、Ｂ

船が左舷前方約３００ｍに接近して来たので、汽笛を鳴らし、衝突を

避けようと右舵１０°を操舵手Ａに指示して再度汽笛を鳴らしたもの

の、Ｂ船が針路を変えずに迫ってくることを認めた。 

Ａ船は、船長Ａが機関停止及び右舵一杯としたものの、平成２７年

３月１７日１１時３２分ごろ、Ａ船の左舷中央部とＢ船の右舷船首部

とが衝突した。 

Ａ船とＢ船は、衝突した後、Ａ船の左舷船側部とＢ船の右舷船側部

とが接舷した状態で約１分間北東進して離れた。 

船長Ａは、本事故の発生を海上保安庁に通報した。 

Ｂ船は、船長Ｂほか２人が乗り組み、船長Ｂが単独で船橋当直につ

き、法定の灯火を表示し、空倉状態で山口県徳山下松港に向けて宇部

港南西方沖を約１０knの速力で南東進していた。 

船長Ｂは、操舵スタンドの左舷側にある２台のレーダーのうち１台

を作動させ、手動操舵で操船しながら３Ｍレンジにしたレーダー画面

を見ていたところ、左舷前方に反航するＡ船ほか１隻（以下「第三

船」という。）を認め、先航する第三船の方がＢ船の進路線に近いこ

とを知った。 

船長Ｂは、第三船及びＡ船を避けようと思い、下関南東水道の推薦

航路線を離れて陸岸寄りの進路を取るつもりで左舵を取ったが、第三

船が接近していたので、右舵を取って避けた。 

船長Ｂは、レーダーの映像が見えにくくなったので、レンジを変え

たり感度調整をしたりしていたところ、Ａ船の映像が見えなくなった
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ことに気付いた。 

船長Ｂは、第三船が左舷側を通り過ぎたことをレーダーで確認し、

Ａ船の所在は分からなかったが、多分横切れるだけの距離はあるだろ

うと思い、変針予定場所としていた本山灯標付近に向かう針路に変え

ようとして左舵を取ったところ、右舷船首方至近にＡ船を認めた。 

Ｂ船は、船長Ｂが左舵を最大舵角６０°として主機のクラッチを中

立にしたものの、Ａ船と衝突した。 

船長Ｂは、本事故の発生を海上保安庁に通報した。 

Ａ船及びＢ船は、海上保安庁の指示により、本事故発生現場付近に

錨泊した。 

（付図１ 事故発生経過概略図、付表１ Ａ船のＡＩＳ記録（抜

粋）、写真１ Ａ船の損傷状況（左舷船側部）、写真２ Ｂ船の損傷

状況（右舷船首部手すり） 参照） 

 その他の事項 

 

 船長Ａは、Ｂ船が接近していることを２台のレーダーで見ていた

が、Ｂ船が蛇行しながら接近して来たのでＢ船の動向が判断できず、

針路を変えることができなかったが、いずれＢ船が針路を変えてＡ船

を避けてくれるものと期待していた。 

Ａ船の全速力は、約１３.５kn であり、本事故時のＡ船の速力は、

半速力（約９kn）よりやや速い速力であった。 

 船長Ｂは、本事故前にも降雨時にレーダーの感度が悪くなったこと

があったが、その原因については分からなかった。 

 船長Ｂは、汽笛を鳴らしておらず、操舵室の扉を閉めており、Ａ船

の汽笛に気付かなかった。 

 Ｂ船の全速力は、約１１kn であり、本事故時のＢ船の速力は、通常

の航海速力であった。 

 船長Ｂは、約２５年の間、ほぼ瀬戸内海を航行する船に乗り組んで

いた。  

船長Ｂは、視界制限下においても、通常時の航海と同じ当直体制を

とっており、本事故時、他の乗組員を機関室及び貨物倉内で業務につ

かせていた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ あり、Ｂ あり 

 Ａ船は、霧で視界制限状態となった宇部港南西方沖を北西進中、船

長Ａが、レーダーで左舷前方に反航するＢ船を認め、Ｂ船が針路を変

えることを期待して針路及び速力を保持して航行を続けたことから、

至近になって右舵を取って回避しようとしたものの、Ｂ船と衝突した

ものと考えられる。 

 船長Ａは、Ｂ船が蛇行しながら接近していたことから、Ｂ船の動向
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が判断できず、Ｂ船が針路を変えることに期待したものと思われる。 

 Ｂ船は、霧で視界制限状態となった宇部港南西方沖を南東進中、船

長Ｂが、左舷前方から反航するＡ船がレーダーに映らなくなり、その

所在が不明となった状況下、変針予定場所に向けて左転したことか

ら、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

 船長Ｂは、第三船が左舷方を通過したことから、Ａ船の所在は分か

らなかったが、多分横切れるだけの距離はあるだろうと思い、変針予

定場所に向けて左転したものと考えられる。 

 Ｂ船のレーダーにＡ船だけが映らなくなった状況については、明ら

かにすることはできなかった。 

原因  本事故は、霧で視界制限状態となった宇部港南西方沖において、Ａ

船が北西進中、Ｂ船が南東進中、船長Ａが、レーダーで左舷前方に反

航するＢ船を認め、いずれＢ船が針路を変えることを期待して針路及

び速力を保持して航行を続け、また、船長Ｂが、左舷前方から反航す

るＡ船がレーダーに映らなくなり、その所在が不明となった状況下、

変針予定場所に向けて左転したため、両船が衝突したことにより発生

したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・視界制限状態においては、海上衝突予防法に定める航法等を遵守

して慎重に操船すること。 

・航海計器等に不具合が生じている場合は、早期に修理をして正常

な状態で航海をすること。 
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付図１ 事故発生経過概略図 
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事故発生場所 

（平成２７年３月１７日 １１時３２分ごろ発生） 

Ａ船の進路 

Ｂ船の進路 

山口県宇部市 

宇部港西防
波堤灯台 

下関南東水道第３号灯浮標 

下関南東水道第１号灯浮標 

下関南東水道第２号灯浮標 

宇部港 

Ｂ船 

Ａ船 

本山灯標 
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付表１ Ａ船のＡＩＳ記録（抜粋） 

      

時刻 

（時：分：秒） 

北緯 

（°－′－″） 

東経 

（°－′－″） 

対地針路 

（°） 

船首方位 

（°） 

対地速力 

(kn) 

 11:24:05 33-53-38.8 131-09-13.9 304  304 9.6  

 11:26:06 33-53-50.0 131-08-54.4 305  305 9.6  

 11:28:06 33-54-01.3 131-08-35.7 305  304 9.6  

 11:30:06 33-54-13.1 131-08-17.1 308  307 9.6  

 11:31:50 33-54-24.5 131-08-04.1 356  356 7.6  

 11:32:14 33-54-26.8 131-08-05.8 041 041 6.5  

 11:33:03 33-54-29.8 131-08-10.4 058 057 5.4  

 11:34:06 33-54-32.3 131-08-15.1 058 058 3.3  

※船位は、船橋上方に設置されたＧＰＳアンテナの位置である。また、対地針路及び船首方位は真

方位である。 

 

 

 

 

写真１ Ａ船の損傷状況（左舷船側部） 

 

           

曲損及び擦過傷 
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写真２ Ｂ船の損傷状況（右舷船首部手すり）

 

曲損 

折損 

擦過傷 


